
6 令和3年9月 ［市政はこだて］

　
任
免
お
よ
び
職
員
数

　

職
員
の
任
免
に
は
、
採
用
や
退
職
等
が
あ

り
ま
す
。
令
和
2
年
4
月
2
日
か
ら
令
和
3

年
4
月
1
日
ま
で
の
採
用
者
数
お
よ
び
令
和

2
年
度
中
の
退
職
者
数
は
表
1
の
と
お
り
で

す
。

　

ま
た
、
令
和
3
年
5
月
1
日
現
在
の
職
員

数
に
つ
い
て
は
、
表
2
の
と
お
り
で
す
。

　

市
で
は
、
地
方
公
務
員
法
に
基
づ
き
、
人
事
行
政
の
公
平
性
・
透
明
性
の
確
保
の
た
め
、

毎
年
、
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
を
公
表
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
い
こ
と
は
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
6
階
）
や
Ｈ
Ｐ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　

https://w
w
w
.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014011000179/

お
問
合
せ　
人
事
課　

☎
21
・
3
6
6
4
、
3
6
6
7

　
勤
務
時
間
そ
の
他
の
条
件

　

職
員
の
勤
務
時
間
（
一
般
的
な
例
）
は
始

業
時
刻
が
午
前
8
時
45
分
、
休
憩
時
間
が
正

午
〜
午
後
1
時
、
終
業
時
刻
が
午
後
5
時
半

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

休
暇
に
は
有
給
休
暇
（
年
次
休
暇
・
病
気

療
養
休
暇
・
特
別
休
暇
）
と
無
給
休
暇
（
介

護
休
暇
）
が
あ
り
ま
す
。

　
分
限
処
分
お
よ
び
懲
戒
処
分

　

分
限
処
分
と
は
、
疾
病
等
に
よ
り
職
員
が

そ
の
職
責
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
、
公
務
能
率
を
維
持
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
そ
の
職
員
に
対
し
て
行
う
不

利
益
処
分
（
降
任
・
免
職
・
休
職
）
を
い
い
、

2
年
度
中
の
処
分
者
数
は
降
任
0
人
、
免
職

0
人
、
休
職
25
人
で
す
。

　

懲
戒
処
分
と
は
、
公
務
員
と
し
て
ふ
さ
わ

し
く
な
い
非
違
行
為
を
行
っ
た
職
員
に
対

し
、
公
務
秩
序
を
維
持
し
、
そ
の
職
員
の
責

任
を
問
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
う
制
裁
措

置
（
戒
告
・
減
給
・
停
職
・
免
職
）
を
い
い
、

2
年
度
中
の
処
分
件
数
は
戒
告
0
件
、
減
給

5
件
、
停
職
2
件
、
免
職
0
件
で
す
。

　
人
事
評
価

　

職
員
の
能
力
お
よ
び
業
績
を
把
握
し
た
上

で
行
う
人
事
評
価
を
導
入
し
て
お
り
、
そ
の

評
価
結
果
を
勤
勉
手
当
お
よ
び
昇
給
に
反
映

し
て
い
る
ほ
か
、
昇
任
、
人
事
異
動
、
人
材

育
成
な
ど
に
活
用
し
て
い
ま
す
。

　
研
　
　
修

　

長
期
的
人
材
育
成
の
観
点
か
ら
、
自
己
啓

発
や
職
場
内
研
修
と
の
連
携
を
図
り
な
が

ら
、
意
欲
の
引
き
出
し
と
能
力
開
発
・
向
上

に
重
点
を
置
い
た
研
修
事
業
を
行
っ
て
い
ま

す
。
2
年
度
は
、
新
規
採
用
職
員
研
修
な
ど

を
行
い
、
延
べ
4
9
9
人
が
受
講
し
ま
し

た
。

　
福
利
厚
生
制
度

　

職
員
の
健
康
の
保
持
増
進
を
目
的
に
、
職

場
安
全
衛
生
委
員
会
を
設
置
し
て
、
職
場
に

お
け
る
安
全
衛
生
管
理
の
指
導
・
啓
発
を
行

う
と
と
も
に
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
を
は

じ
め
、
生
活
習
慣
病
予
防
等
に
関
す
る
保
健

指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
職
員
の
相
互
扶
助
や
健
康
増
進
を

図
る
た
め
職
員
厚
生
会
を
設
立
し
、
各
種
事

業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
厚
生
会
の
事
業
は
、
職
員
が

負
担
す
る
掛
け
金
と
事
業
主
で
あ
る
市
が
負

担
す
る
交
付
金
を
主
な
財
源
と
し
て
実
施
し

て
い
ま
す
。

　
給
与
の
状
況

　

職
員
の
給
与
は
、
基
本
給
と
し
て
の
給
料

人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表

職　　種
一般事務・技術職
技 能 労 務 職
医 　 療 　 職
消 　 防 　 士
電 車 乗 務 員
教 　 員
会計年度任用職員（フルタイム）
合 計

区　　　分
一 般 部 局
議 会 事 務 局
教 育 委 員 会
選挙管理委員会
監 査 事 務 局
農 業 委 員 会
企 業 局
病 院 局

一 般
行政職

経験年数10年
257,294円
226,633円

経験年数20年
347,929円
322,640円

初任給
182,200円
150,600円

経験年数15年
306,025円

※　265,150円

区　　　分
一 般 行 政 職

平均年齢
43.5歳

平均給与月額
376,332円

平均給料月額
318,164円

区　　　分
大学卒
高校卒

人数
1,323人
14人
263人
8人
8人
1人

258人
1,025人

区　　　分
消 防
定　数　内（計）
定 数 外 派 遣 等
再任用職員（短時間勤務）
会計年度任用職員（フルタイム）
定 数 内＋定 数 外 派 遣 等＋
再任用職員（短時間勤務）＋
会計年度任用職員（フルタイム）

人数
389人
3,289人
42人
28人
226人

3,585人

  採用者数
    （R2.4.2～R3.4.1）
47人（21人）
0人（ 8人）
114人（ 2人）
10人（ 0人）
0人（ 0人）
13人（ 2人）

  262人
446人（33人）

  退職者数
   （R2.4.1～R3.3.31）
67人（16人）
9人（ 9人）
80人（ 5人）
8人（ 1人）
0人（ 0人）
14人（ 2人）

  266人
444人（33人）

※（　）内の数は、再任用職員で外数
※退職者数は、定年退職・定年外退職の合計

※職員数には、病気休職職員および育児休業職員を含む。
※定数内（一般部局～消防）には、再任用職員（フルタイム勤務）
　を含む。
※定数外派遣等は、公立はこだて未来大学への派遣等です。
●障害者雇用率（R3.6.1現在）2.65％（法定雇用率2.60％）

（注）①経験年数とは、新卒採用の場合は採用後の年数をいい、その他の場合は前職
　　（民間企業等）の期間を加算した年数をいいます。②再任用職員（フルタイム勤
　　務）を含みます。
　　※該当職員が 3 人以下のため近似階層職員を含めた額を記載しています。

（注）①平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、通勤手
　　当、時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです。②再任用職員（フルタ
　　イム勤務）を含みます。

表 1　採用者・退職者数の内訳

表 2　職員数　　　　　　　　      　　　　　（R3.5.1現在）

表 3　初任給と経験年数別平均給料月額の状況　　　　　　　　（R3.4.1現在）

表 4　平均給与月額の状況　　　　　　　　　　　　　　  　　（R3.4.1現在）




